
愛媛県による住民への情報伝達体制

 愛媛県災害対策本部では、防護措置（避難、屋内退避、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）や被
害情報（道路、建物等）に関する情報を、愛媛県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや、ﾂｨｯﾀｰ、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｱﾌﾟﾘ
を活用して住民へ伝達。
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住民

情報集約・発信

・被害情報

（道路、建物等）

・避難情報等

（避難所等） 等

愛媛県災害対策本部

国による道路被害情報等

情報
発信・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

・ﾂｨｯﾀｰ
・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘ 等 

HP
ﾘﾝｸ

愛媛県避難支援ｱﾌﾟﾘ
ひめｼｪﾙﾀｰ

愛媛県原子力情報ｱﾌﾟﾘ

愛媛県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ



愛媛県によるｽﾏｰﾄﾌｫﾝを用いた住民への情報伝達 

 愛媛県災害対策本部では、愛媛県原子力情報ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等に掲載した防護措置（避難、屋内退避、
一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）に関する情報を、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｱﾌﾟﾘを活用して住民へ伝達。

愛媛県災害対策本部

お知らせ
（報道発表等）

ﾌﾟｯｼｭ通知による
受取が可能

愛媛県避難支援ｱﾌﾟﾘ
ひめｼｪﾙﾀｰ

愛媛県原子力情報ｱﾌﾟﾘ

愛媛県から住民に対して情報を伝達（ｲﾒｰｼﾞ図）
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ﾄﾞﾛｰﾝを活用した被災状況の把握①

 愛媛県は、住民避難に必要な避難道路の被災状況等を迅速かつ効率的に把握できるよう、ﾄﾞﾛｰﾝを活用した情報
収集体制を構築。 

い かた ちょう

 複合災害時には、愛媛県災害対策本部からの遠隔操作による飛行開始指示により、伊方町内の各配備拠点に設

置されたﾄﾞﾛｰﾝが自律飛行し、愛媛県や伊方町
い かた ちょう

等の各防災拠点に避難道路の映像をﾘｱﾙﾀｲﾑに伝送。 
 国、愛媛県及び伊方町

い かた ちょう

は、映像を解析し、住民が円滑な避難を実施できるよう、避難ﾙｰﾄの選定に活用。
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災害対策本部（愛媛県庁）

映像確認、解析、避難実施方針の作成

災害対策本部（伊方町役場）

住民（伊方町全域）

町からの情報を踏まえ円滑に避難

現地災害対策本部（愛媛県ＯＦＣ）

各拠点映像伝送

・映像確認、解析
・避難ﾙｰﾄ選定
・避難指示

各ﾄﾞﾛｰﾝ配備場所（伊方町役場、各支所等）から離発着 
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遠隔操作による

ﾄﾞﾛｰﾝ飛行開始
指示

住民への情報伝達手段
・臨時災害 FM
・防災行政無線、緊急速報
ﾒｰﾙ、 CATV、広報車等

・情報連絡体制の確立
・ﾄﾞﾛｰﾝ飛行の調整
・避難実施方針の調整

ﾄﾞﾛｰﾝからの
映像伝送

各集落から一時集結所に避難

広域避難先
広域避難先に避難

ﾄﾞﾛｰﾝの自律飛
行による被災状
況調査

災害対策本部（国：東京）

い かた ちょう

い かた ちょう

いかたちょう



ﾄﾞﾛｰﾝを活用した被災状況の把握② 

 ﾄﾞﾛｰﾝは、伊方町の避難経路 14ﾙｰﾄの被災状況を把握できるように飛行。 
 機体については、撮影機、中継機を含め全 23機を 5つの配備拠点に配置。

い かた ちょう

伊方町
い かたちょう

役場

凡例： 

配備拠点 撮影機 中継機

伊方町役場 2機 2機

瀬戸支所 4機 4機

三崎支所 3機 2機

八幡浜消防署第一分署 3機 2機

町見出張所 1機 0機

合計 13機 10機

三崎支所

飛行ﾙｰﾄ：
三崎②、三崎③、三崎④

瀬戸支所

飛行ﾙｰﾄ：
伊方⑤、瀬戸①、瀬戸②、瀬戸③、
瀬戸④

飛行ﾙｰﾄ：
伊方①、伊方②、伊方③

町見出張所

飛行ﾙｰﾄ：伊方④

八幡浜消防署第一分署

飛行ﾙｰﾄ：
瀬戸④、瀬戸⑤、三崎①撮影機 中継機 

※1 避難経路は P44、Ｐ 63、 P64、Ｐ 65を参照 
※2 瀬戸④については、瀬戸支所及び八幡浜消防署第一分署の 2拠点から撮影

い かたちょう

せ と

みさき

やわたはま

まちみ

せ と

みさき

やわたはま

まちみ
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国の広報体制 

 迅速かつ適切な広報活動を行うため、事故情報等に関する中央での記者会見は官邸（内閣官房長
官が会見を行い、原子力規制委員会委員等が技術的な内容等を補足説明）において実施。 

 現地での記者会見については、愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰにおいて実施。 
 必要に応じ、在京外交団等に情報提供を行うとともに、在外公館を通じて各国政府等にも情報提供。

【主な広報事項】 【情報発信のｲﾒｰｼﾞ】

①事故の発生日時及び概要

②事故の状況と今後の予測

③発電所における対応状況

④行政機関の対応状況

⑤住民等がとるべき行動

⑥避難対象区域及び屋内退避区域
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民

広報車
防災行政無線

等

ﾃﾚﾋﾞ
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ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

原
子
力
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首
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官
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）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

愛
媛
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ト
セ
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タ
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一元的に情報発信を行うことができる体制
を構築するとともに、発信した情報を共有 
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